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は
じ
め
に

司
馬
遷
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
『
史
記
』
を
構
成
し
た
の
か
と

い
う
、
古
く
て
新
し
い
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
紀
•
世
家
・
書
・
列

伝
の
五
部
門
の
中
に
お
い
て
表
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

表
は
、
時
問
•
空
間
を
一
望
の
下
に
展
開
し
て
い
て
、
読
者
に
と
っ

て
も
限
り
な
い
利
用
価
値
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
漠
の
王

侯
の
世
襲
の
実
情
な
ど
の
場
合
、
い
ち
い
ち
本
文
に
記
す
る
ほ
ど
で
も

な
い
よ
う
な
時
に
は
、
表
だ
け
に
示
さ
れ
て
い
て
本
文
に
は
省
か
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
表
は
本
文
の
不
備
を
補
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
（
頼
惟
勤
『
「
表
」
に
つ
い
て
』
平
凡
社
・
中
国
の

古
典
『
史
記
』
国
・
四
九
六
ペ
ー
ジ
・
昭
和
四
九
年
）

頼
氏
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
表
は
本
紀
・

世
家
等
の
補
助
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て

も
、
ほ
ぼ
同
様
な
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
司
馬
遷
が
公
羊
学
者
の
堂
仲
舒
に
師
事
し
た
と
考

『
史
記
』

表
の
意
図

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
表
は
『
春
秋
』
に
倣
っ
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
事
実
を
記
録
し
た
だ
け
の
歴
史
年
表
で
は
な
く
、
そ
の
記
事
の
取

捨
選
択
に
は
、
微
言
大
義
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

諸
侯
相
侵
伐
す
る
を
書
す
る
は
、
王
室
討
つ
能
は
ざ
る
を
明
ら
か
に

な
み

す
れ
ば
な
り
。
筵
逆
を
書
す
る
は
、
君
を
無
す
る
を
罪
す
れ
ば
な
り
。

つ
つ
し

災
異
必
ず
書
す
は
、
天
を
敬
め
ば
な
り
。
（
狂
越
『
読
史
記
十
表
』
巻

ニ
・
『
二
十
五
史
補
編
』
所
収
）

ゆ
え

「
迎
女
・
送
女
・
姿
婦
人
」
悉
く
は
書
せ
ず
。
書
す
る
は
為
有
る
な

り
。
淫
者
必
ず
書
す
る
は
、
淫
す
れ
ば
即
ち
乱
る
れ
ば
な
り
。
国
内
乱

し
る

る
れ
ば
、
必
ず
本
末
を
記
す
は
、
内
治
を
重
ん
ず
れ
ば
な
り
°
殺
逐
必

ず
本
末
を
記
す
は
、
始
を
正
す
な
り
。
（
徐
克
苑
『
読
史
記
十
表
補
』

巻
二
『
二
十
五
史
補
編
』
所
収
）

江
越
・
徐
克
苑
は
、
表
は
た
だ
歴
史
事
実
を
羅
列
し
、
紀
伝
体
の
映
を

補
う
こ
と
を
意
図
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
編
集
に
は
独

自
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

表
が
筵
逆
を
記
し
た
の
は
筆
誅
を
加
え
る
た
め
で
あ
り
、
本
末
を
記
し
た

寺

門

日

出

男

(12) 
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の
は
始
を
正
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
表
に
は
な
ん
ら

か
の
書
法
意
識
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

本
稿
は
、
表
と
本
紀
•
世
家
ま
た
『
春
秋
』
と
の
相
違
を
検
討
し
、
表

が
い
か
な
る
意
図
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
、
司

馬
遷
研
究
の
手
掛
り
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
後
批
の
偽
作

と
考
え
ら
れ
て
い
る
漢
典
以
来
将
相
年
表
、
及
び
建
元
以
来
侯
者
年
表
の

補
筆
の
部
分
は
、
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

な
お
、
底
本
に
は
金
陵
書
局
本
（
光
緒
四
年
金
陵
書
局
刊
）
『
史
記
』

を
用
い
た
。
『
史
記
会
注
考
証
』
は
、
滝
川
氏
が
理
由
を
示
さ
ず
字
句
を

改
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
本
稿
の
性
格
上
、
用
い
な
か
っ
た
。

一
章
本
紀
•
世
家
の
用
字

＇ー、ー＇ー↓

『
史
記
』
が
『
春
秋
』
を
継
ぐ
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
か
否
か
を
確
か

め
る
た
め
に
、
そ
の
用
字
法
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
た
い
。

『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
死
亡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
用
字

の
法
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

品
為
れ
ぞ
或
ひ
は
崩
と
言
ひ
、
或
ひ
は
漉
と
言
ふ
。
天
子
は
崩
と
曰
ひ
、

諸
侯
は
蔑
と
曰
ひ
、
大
夫
は
卒
と
曰
ひ
、
士
は
不
禄
と
日
ふ
。
（
隠
公
三

年）
し
か
し
、
バ
ー
ト
ソ
・
ワ
ト
ソ
ソ
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

司
馬
遷
の
言
葉
遣
い
や
用
語
に
、
そ
の
よ
う
な
精
密
さ
を
発
見
し
よ

う
と
思
う
な
ら
ば
、
失
望
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
「
春
秋
」

の
飾
潔
な
記
事
に
見
出
す
よ
う
な
用
語
の
精
密
さ
を
、
認
め
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
顕
著
な
例
を
引
く
と
、
幽
王
の
殺
害
に
触
れ
る
場
合
、

司
馬
遷
は
普
通
「
周
の
幽
王
は
犬
族
に
よ
っ
て
『
殺
』
さ
れ
た
」
と
い

う
。
し
か
し
、
四

0
巻
（
楚
世
家
）
で
は
、
突
然
「
周
の
幽
王
は
犬
族

に
よ
っ
て
『
試
』
さ
れ
た
と
「
殺
」
を
「
試
」
に
変
え
て
い
る
。

（
『
司
馬
遷
』
今
隊
真
訳
・
筑
朕
害
房
・
―
二
九
ペ
ー
ジ
）

こ
の
指
摘
に
基
づ
き
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
調
査
し
て
み
た
。
ま
ず
、

諸
侯
や
王
が
死
亡
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
『
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
次
の
例
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
三
月
庚
戌
、
天
王
崩
。
（
隠
公
三
年
）

R
三
月
乙
未
、
天
王
崩
。
（
桓
公
十
五
年
）

◎
冬
十
有
二
月
丁
未
、
天
王
崩
o

（
倍
公
八
年
）

⑤
冬
十
有
一
月
壬
辰
、
公
蒻
。
（
隠
公
十
一
年
）

R
夏
四
月
丙
子
、
公
蒻
子
斉
。
（
桓
公
十
八
年
）

◎
八
月
癸
亥
、
公
蒻
子
路
寝
。
（
荘
公
三
十
二
年
）

①
十
有
二
月
乙
卯
、
夫
人
子
氏
鹿
。
（
隠
公
二
年
）

R
秋
七
月
戊
戌
、
夫
人
姜
氏
漉
。
（
荘
公
二
十
一
年
）

⑨
秋
七
月
戊
辰
、
夫
人
姜
漉
子
夷
。
斉
人
以
帰
。
（
倍
公
元
年
）

く
わ

R
八
月
庚
辰
、
宋
公
和
卒
。
（
隠
公
三
年
）

R
隙
侯
卒
。
（
隠
公
七
年
）

⑨
夏
五
月
癸
未
、
郷
伯
賂
生
卒
。
（
桓
公
十
一
年
）

右
の
よ
う
に
、
周
王
の
死
亡
に
対
し
て
は
「
崩
」
（
①
i
◎
)
を
、
魯

公
（
⑤
i
◎
)
及
び
そ
の
夫
人
（
①
i
⑨
)
に
対
し
て
は
「
漉
」
、
他
の

(13) 
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諸
侯
に
対
し
て
は
「
卒
」

(
R
l⑨
)
を
用
い
て
お
り
、
明
確
な
字
句
の

使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
に
『
史
記
』
に
お
け
る
王
・
諸
侯
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
本
紀
の
例
を
挙
げ
る
。
五
帝
本
紀
•
夏
本
紀
・
殷
本
紀
に
お
い
て
は
、

王
の
死
亡
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
五
十
五
例
で
あ
る
が
、
そ
の

内
五
十
二
例
は
左
記
の
よ
う
に
「
崩
」
を
用
い
て
い
る
。

黄
帝
崩
。
葬
橋
山
。
（
五
帝
本
紀
）

十
年
、
帝
属
東
巡
狩
、
至
子
会
稽
而
崩
。
（
夏
本
紀
）

帝
外
丙
即
位
、
三
年
崩
。
（
殷
本
紀
）

「
崩
」
を
用
い
て
い
な
い
の
は
次
の
三
例
の
み
で
あ
る
。

架
走
鳴
條
、
遂
放
而
死
。
（
夏
本
紀
）

帝
武
乙
無
道
。
（
中
略
）
武
乙
震
死
。
（
殷
本
紀
）

架
走
入
登
鹿
台
、
衣
其
宝
玉
衣
、
赴
火
而
死
。
（
股
本
紀
）

周
本
紀
で
は
、
文
王
に
至
る
ま
で
の
十
三
人
に
「
卒
」
が
用
い
ら
れ
、

文
王
以
降
の
記
述
で
は
三
十
二
例
に
「
崩
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
例
外

は
次
の
四
例
の
み
で
あ
る
。

①
康
王
即
位
、
循
告
諸
侯
、
宣
告
以
文
武
之
業
、
以
申
之
、
作
康
諧
。

故
成
・
康
之
際
、
天
下
安
寧
、
刑
錯
四
十
余
年
不
用
。
（
中
略
）
康
王
卒
、

子
昭
王
瑕
立
。

②
昭
王
之
時
、
王
道
微
餓
。
昭
王
南
巡
狩
不
返
。
卒
子
江
上
。

③
属
王
即
位
三
十
年
、
好
利
、
近
栄
夷
公
。
（
中
略
）
王
行
暴
虐
修
傲
。

国
人
謗
王
。
（
中
略
）
三
年
乃
相
与
畔
、
襲
腐
王
。
属
王
出
奔
於
茨
。

（
中
略
）
共
和
十
四
年
、
腐
王
死
子
茨
°

④
周
君
•
王
報
卒
、
周
民
遂
東
亡
。
秦
取
九
鼎
宝
器
、
而
遷
西
周
公
於

怒
狐
。
後
七
歳
、
秦
荘
襄
王
滅
東
周
。
東
西
周
皆
入
子
秦
、
周
既
不
祀
。

た
だ
し
、
①
の
「
卒
」
に
つ
い
て
は
、
水
沢
利
忠
氏
に
よ
れ
ば
、
南
化
本

注
l

等
で
は
「
崩
」
に
作
っ
て
い
る
の
で
、
条
件
づ
き
の
例
と
な
ろ
う
。

秦
本
紀
・
秦
始
皇
本
紀
で
は
、
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤
（
輩
廉
）
死
、
遂
葬
於
霜
太
山
。

⑥
悪
来
革
者
、
翡
廊
子
也
。
蚤
死
。

⑦
周
宜
王
即
位
、
乃
以
秦
仲
為
大
夫
、
誅
西
戎
。
西
戎
殺
泰
仲
。
秦
仲

立
二
十
三
年
死
於
戎
。

⑧
武
王
有
力
好
戯
。
力
士
任
郷
・
烏
獲
•
孟
説
、
皆
至
大
官
。
王
与
孟

説
挙
鼎
絶
腋
。
八
月
武
王
死
。

⑨
秦
侯
立
十
年
卒
。

⑩
三
十
九
年
、
謬
公
卒
。

⑪
康
公
立
十
二
年
卒
。

⑫
始
皇
帝
五
十
一
年
而
崩
。
（
秦
本
紀
）

⑬
年
十
三
歳
、
荘
襄
王
死
。

⑭
七
月
丙
寅
、
始
皇
崩
於
沙
丘
乎
台
。
（
秦
始
皇
本
紀
）

こ
の
よ
う
に
両
本
紀
に
お
い
て
仕
と
ん
ど
の
場
合
「
卒
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
「
崩
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
右
に
挙
げ
た
⑫
•
⑭
の
始
皇
帝

の
み
で
あ
り
、
「
死
」
は
⑤

i
⑧
、
⑬
の
五
例
で
あ
る
。
内
、
⑤
・
⑥
は

秦
が
封
ぜ
ら
れ
る
以
前
の
品
事
で
あ
り
、
⑦
は
外
国
に
お
い
て
死
亡
し
た

場
合
で
あ
り
、
⑧
は
筆
誅
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

次
に
漢
代
の
本
紀
を
見
る
。

(14) 
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四
月
甲
辰
、
高
祖
崩
長
楽
宮
。
（
高
祖
本
紀
）

辛
巳
、
高
后
崩
o

（
呂
后
本
紀
）

二
十
三
年
崩
。
盆
為
孝
文
皇
帝
。
（
呂
后
本
紀
）

後
七
年
六
月
己
亥
、
帝
崩
於
未
央
宮
。
（
孝
文
本
紀
）

甲
子
、
孝
景
皇
帝
崩
。
（
孝
景
本
紀
）

こ
の
よ
う
に
、
漠
代
の
皇
帝
に
は
、
呂
后
も
含
め
、
全
て
に
「
崩
」
字
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
皇
帝
の
死
亡
に
お
け
る
例
を
見
る
限
り
で
は
、
い
く
つ
か
の

例
外
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぽ
春
秋
の
箪
法
を
踏
襲
し
た
用
字
を
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
次
に
挙
げ
る
太
后
の
死
亡
記
事
に
は
、
そ
の

用
字
の
基
準
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

⑮
（
昭
襄
王
）
四
十
二
年
、
安
国
君
為
太
子
。
十
月
宜
太
后
蒻
、
葬
正

陽
。
（
秦
本
紀
）

⑮
（
秦
始
皇
帝
七
年
五
月
）
十
六
日
夏
太
后
死
。

⑰
（
秦
始
皇
帝
十
七
年
）
華
陽
太
后
卒
°

⑮
（
秦
始
皇
帝
十
九
年
）
始
皇
帝
母
太
后
崩
。
（
秦
始
皇
本
紀
）

⑲
（
孝
恵
七
年
十
一
月
）
魯
元
公
主
蒻
°
賜
盆
為
魯
元
太
后
。
（
呂
后

本
紀
）⑳
及
賓
太
后
得
幸
、
前
后
死
。

⑳
（
孝
景
元
年
）
四
月
壬
午
、
孝
文
太
后
崩
。
（
孝
景
本
紀
）

こ
こ
に
挙
げ
た
太
后
の
死
亡
の
記
述
に
お
て
、
或
い
は
「
崩
」
を
用
い
、

或
い
は
「
卒
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
、
公
羊
学
の
立
場
か
ら
説
明
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
紀
の
記
事
の
中
で
、
君
主
が
殺
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
か
を
挙
げ
る
。

⑳
（
秦
寧
公
）
四
年
、
魯
公
子
殻
試
其
君
隠
公
。

⑳
（
秦
武
公
三
年
）
郷
高
渠
腺
、
殺
其
君
昭
公
。

⑳
（
秦
武
公
）
十
三
年
、
斉
人
管
至
父
・
連
称
等
殺
其
君
襄
公
、
而
立

公
孫
無
知
。

⑮
（
秦
謬
公
）
三
十
四
年
、
楚
太
子
商
臣
、
試
其
父
成
王
、
代
立
。

⑮
（
秦
）
共
公
二
年
、
晋
趙
穿
試
其
君
霊
公
。

⑳
（
秦
）
景
公
四
年
、
晋
襲
書
試
其
君
腐
公
。

⑱
（
秦
）
景
公
三
十
六
年
、
楚
公
子
園
試
其
君
、
而
自
立
。

⑳
（
秦
恵
文
王
十
四
年
）
蜀
相
壮
殺
蜀
侯
来
降
。

⑳
（
秦
二
世
皇
帝
三
年
）
趙
高
殺
二
世
立
子
嬰
。
（
秦
本
紀
）

右
の
例
で
も
、
「
殺
」
と
「
試
」
と
に
は
、
そ
の
差
異
を
見
い
出
す
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。(

2
)
 

次
に
世
家
で
は
諸
侯
の
死
亡
が
、
ど
．
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
見

る
。
先
秦
諸
侯
に
つ
い
て
著
わ
さ
れ
た
、
呉
太
伯
世
家
よ
り
田
敬
仲
完
世

家
に
至
る
十
六
篇
に
お
い
て
は
、
諸
侯
の
死
亡
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も

注

2

の
に
「
蒻
」
字
は
一
回
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。

⑪
（
斉
桓
公
四
十
三
年
）
冬
十
月
乙
亥
、
斉
桓
公
卒
。
（
斉
太
公
世
家
）

@
（
魯
荘
公
三
十
二
年
）
八
月
癸
亥
、
荘
公
卒
。
（
魯
周
公
世
家
）

⑬
（
燕
旅
侯
）
三
十
六
年
、
腋
侯
卒
。
（
燕
召
公
世
家
）

(15) 
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⑭
揮
使
人
試
隠
公
子
蓋
氏
、
而
立
子
允
為
君
。
（
魯
周
公
世
家
）

⑮
（
晋
昭
侯
）
七
年
、
晋
大
臣
藩
父
試
其
君
昭
侯
、
而
迎
曲
沃
桓
叔
。

（
晋
世
家
）

⑮
（
楚
）
荘
放
五
年
、
欲
殺
其
弟
熊
憚
°
憚
奔
随
、
与
随
襲
試
荘
放
代

立
。
是
為
成
王
。
（
楚
世
家
）

＠
（
魯
桓
公
十
八
年
）
夏
四
月
丙
子
、
斉
襄
公
奨
公
。
公
酔
。
使
公
子

彰
生
抱
魯
桓
公
‘
因
命
彰
生
摺
其
脅
。
公
死
子
車
。
（
魯
周
公
世
家
）

⑱
（
曹
悼
公
九
年
）
悼
公
死
於
宋
、
帰
葬
。
（
管
察
世
家
）

⑲
（
曹
恵
伯
）
三
十
六
年
、
恵
伯
卒
、
子
石
甫
立
。
其
弟
武
殺
之
代
立
。

是
為
謬
公
。
（
管
祭
世
家
）

@
（
魯
滑
公
二
年
）
哀
姜
与
慶
父
謀
殺
滑
公
而
立
炭
父
。
疫
父
使
卜
騎

襲
殺
滑
公
於
武
間
。
（
魯
周
公
世
家
）

先
秦
世
家
に
お
け
る
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
、
右
の
R
i
⑬
に
挙
げ
た
よ
う

に
、
「
卒
」
を
用
い
て
い
る
。
R
・
⑫
・
⑬
・
⑰
・
＠
は
『
春
秋
』
に
も

記
載
さ
れ
て
い
る
。

，
⑪
+
有
二
月
乙
亥
、
斉
侯
小
白
卒
。
（
倍
公
十
七
年
）

，
⑫
八
月
癸
亥
、
公
蔑
子
路
寝
。
（
荘
公
三
十
二
年
）

,
＠
冬
十
有
一
月
壬
辰
、
公
蔑
。
（
隠
公
十
一
年
）

‘
⑰
夏
四
月
丙
子
、
公
斃
子
斉
。
（
桓
公
十
八
年
）

,
＠
秋
八
月
辛
丑
、
公
漉
。
（
閲
公
二
年
）

こ
の
よ
う
に
対
比
す
る
と
、
世
家
と
『
春
秋
』
と
に
は
、
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
『
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
魯
の
君
主
の
死
亡
は
、

た
と
え
そ
れ
が
試
さ
れ
た
場
合
で
も
、
「
蒻
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

い
た

例
え
ば
⑭
の
場
合
に
は
、
「
何
を
以
て
か
書
せ
ざ
る
。
之
を
隠
む
な
り

（
『
公
羊
伝
』
隠
公
三
年
「
過
時
而
日
隠
之
也
。
」
の
何
休
注
「
隠
、
痛

い
た

也
。
痛
賢
君
不
得
以
時
葬
」
）
。
何
ぞ
隠
む
ゃ
。
試
せ
ら
れ
る
れ
ば
な
り
。

試
せ
ら
る
れ
ば
則
ち
何
を
以
て
葬
を
書
せ
ざ
る
。
春
秋
、
君
試
せ
ら
れ
て

賊
討
た
ざ
れ
ば
、
葬
を
書
せ
ず
、
以
て
臣
子
無
し
と
為
す
な
り
。
」

（
『
公
羊
伝
』
隠
公
十
一
年
）
と
い
っ
た
箪
法
を
用
い
る
。
だ
が
、
世
家

で
は
『
春
秋
』
の
表
記
を
用
い
ず
、
そ
の
死
亡
が
殺
人
に
よ
る
も
の
な
の

か
否
か
を
区
別
す
る
の
み
で
、
「
卒
」
と
「
蒻
」
と
を
使
い
分
け
る
よ
う

な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
試
」
と
「
殺
」
の
使
い
分
け
も
以
下

に
示
す
よ
う
に
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。

@
（
晋
霊
公
十
四
年
）
乙
丑
、
盾
昆
弟
将
軍
趙
穿
製
殺
霊
公
於
桃
園
、

而
迎
趙
盾
。
趙
盾
素
災
、
民
和
。
霊
公
少
、
修
、
民
不
附
。
故
為
試
易
。

（
晋
世
家
）

＠
（
衛
桓
公
）
十
六
年
、
州
呼
収
緊
衛
亡
人
以
襲
殺
桓
公
。
州
呼
自
立

為
衛
君
°
為
鄭
伯
弟
段
欲
伐
鄭
、
請
宋
•
陳
・
祭
与
倶
。
三
国
皆
許
州
呼
。

州
呼
新
立
、
好
兵
、
試
桓
公
°
衛
人
皆
不
愛
。
（
衛
康
叔
世
家
）

⑬
（
宋
昭
公
九
年
）
昭
公
出
猟
。
夫
人
王
姫
使
衛
伯
攻
殺
昭
公
杵
臼
。

弟
飽
革
立
。
是
為
文
公
。
文
公
元
年
、
晋
率
諸
侯
伐
宋
°
責
以
試
君
。

（
宋
微
子
世
家
）

こ
の
よ
う
に
、
同
一
の
殺
人
に
お
い
て
「
殺
」
と
「
試
」
と
が
使
わ
れ
て

い
る
。
＠
に
つ
い
て
は
『
春
秋
』
で
は
次
の
よ
う
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
。

，
＠
秋
九
月
乙
丑
、
晋
趙
盾
試
其
君
夷
猜
。
（
宣
公
二
年
）

趙
穿
が
趙
盾
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
公
羊
伝
』
宜
公
六
年
に
「
晋
の
史

(16) 
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章
に
お
い
て
検
討
し
た
様
に
、
少
な
く
と
も
本
紀
•
世
家
に
は
、

『
春
秋
』
の
書
法
意
識
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
表
に
お

け
る
用
字
を
検
討
し
て
み
る
と
、
『
春
秋
』
の
箪
法
そ
の
も
の
を
踏
襲
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
微
言
を
も
っ
て
大
義
を
あ
ら

わ
さ
ん
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
て
、
表
研
究
が
他
の
部
門
の
そ
れ
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
理
由
の
一

つ
に
、
司
馬
遷
が
表
を
著
わ
す
の
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
文
献
が
、
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。
表
の
序
に
見
え
る
『
歴
譜
諜
』

章

表

の

用

字

書
賊
ひ
て
日
は
く
、
晋
の
趙
盾
其
の
君
夷
猜
を
試
す
と
。
趙
盾
曰
は
く
、

天
よ
姦
無
し
。
吾
君
を
試
せ
ず
。
誰
か
吾
君
を
試
す
と
謂
へ
る
者
は

と
。
史
日
は
く
、
爾
は
仁
た
り
義
た
り
。
人
、
爾
の
君
を
試
す
。
而
る
に

国
に
復
り
て
賊
を
討
た
ず
。
此
れ
君
を
試
す
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
と
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
『
春
秋
』
が
箪
誅
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

採
っ
て
い
な
い
。
本
紀
に
お
い
て
も
、
「
晋
趙
穿
試
其
君
霊
公
。
」
（
秦

本
紀
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
紀
•
世
家
に
お
け
る
『
春
秋
』
の
影
響
の
有
無
を
検
討
し
て

き
た
が
、
そ
こ
に
は
公
羊
伝
が
規
定
す
る
よ
う
な
用
字
法
の
通
例
化
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
右
の
趙
盾
の
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
記
述
態
度
に
お
い
て
も
『
春
秋
』
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

『
終
始
五
徳
伝
』
・
『
五
帝
繋
諜
』
・
『
春
秋
歴
贈
諜
』
等
の
書
は
、
表

の
基
礎
と
な
っ
た
文
献
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
表
の
書
式
が
司
馬
遷
独
自
の
歴
史
観
を
反
映
さ
せ
た
も
の
な
の

か
、
あ
る
い
は
先
行
文
献
の
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
な
の
か
を
識
別
す

る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。

表
の
形
式
に
つ
い
て
も
、
劉
知
幾
が
そ
の
著
『
史
通
』
の
中
に
、
三
代

世
表
が
「
傍
行
邪
上
（
横
に
並
べ
た
り
、
斜
め
に
上
が
っ
て
い
く
）
」
形

式
で
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
、
漠
の
桓
諏
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る

（
『
史
通
』
巻
ニ
・
表
歴
）
こ
と
か
ら
、
現
在
見
ら
れ
る
宋
版
以
後
の
も

の
と
は
別
の
形
式
を
と
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
彼
が
太
史
と
い
う
職
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
表
の
他

の
部
門
と
は
異
っ
た
書
法
が
、
漠
代
の
公
式
書
の
そ
れ
に
則
っ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
部
備
が
不
十

分
な
の
で
、
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
が
、
司
馬
遷
は
「
譜
諜
（
家
）
は

独
り
世
盆
（
世
代
・
謡
号
）
を
記
す
の
み
に
し
て
、
其
の
辞
略
せ
ば
、

諸
要
を
一
観
せ
ん
と
欲
す
る
も
難
し
。
（
「
十
二
諸
侯
年
表
」
）
と
謂
諜

家
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
表
は
単
に
先
行
文
献
を
整
理
し
た
だ
け

の
も
の
で
は
な
く
、
「
百
家
の
雑
語
を
整
斉
」
（
「
太
史
公
自
序
」
）
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

L~~

’ 2
 

,
1
,
 

表
の
序
に
お
い
て
「
表
も
て
『
春
秋
』
・
『
国
語
』
、
学
者
磯
る
所
の

盛
衰
の
大
指
を
見
は
し
」
（
「
十
二
諸
侯
年
表
」
）
、
「
余
是
に
お
い

(17) 
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て
『
秦
記
』
に
因
り
、
『
春
秋
』
の
後
を
踵
ぎ
、
（
中
略
）
諸
々
の
聞
く

所
の
典
壊
の
端
を
著
は
す
。
後
君
子
あ
り
て
、
も
つ
て
覧
観
せ
ん
。
」

（
「
六
国
年
表
」
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
表
は
『
春
秋
』
を
敷
桁
．

継
承
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
本
紀
•
世
家
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
文
字
の
意
識
的
な
使
い
分
け
、

す
な
わ
ち
「
春
秋
の
筆
法
」
が
、
表
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
表
の
用
字
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
す
る
。

漠
代
諸
表
の
内
、
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
・
恵
景
問
侯
者
年
表
・
建
元
以

来
侯
者
年
表
・
建
元
已
来
王
子
侯
者
年
表
に
お
い
て
、
後
継
者
が
な
く
て

廃
せ
ら
れ
た
ば
あ
い
、
原
則
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

①
（
国
名
）
清
陽

元
光
二
年
、
侯
不
害
斃
、
無
後
。
国
除
。
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）

②
（
国
名
）
玩
陵

後
三
年
、
侯
周
蒻
、
無
後
。
国
除
。
（
恵
景
間
侯
者
年
表
）

③
（
国
名
）
冠
軍

元
年
、
哀
侯
鐙
蔑
、
無
後
。
国
除
。
（
建
元
以
来
侯
者
年
表
）

④
（
国
名
）
句
容

元
年
、
哀
侯
党
蒻
、
無
後
。
国
除
。
（
建
元
已
来
王
子
侯
者
年
表
）

こ
の
よ
う
に
、
諸
侯
の
死
亡
に
は
「
蒻
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
に
は
、
「
蔑
」
字
を
用
い
て
い
な
い
も
の

注

3

が
あ
る
。

⑤
（
国
名
）
療

（
侯
功
）
以
匈
奴
趙
王
降
、
侯
。

一
年
、
媛
皆
死
、
無
後
。
国
除
。

⑥
（
国
名
）
畑
渠

（
侯
功
）
以
匈
奴
王
降
、
侯
。

二
年
、
侯
扁
皆
死
、
無
後
。
国
除
°

⑦
（
国
名
）
戚
馬

（
侯
功
）
以
匈
奴
王
降
、
侯
。

五
年
、
侯
延
年
死
、
不
得
置
後
。
国
除
。

⑧
（
国
名
）
．
渉
安

（
侯
功
）
以
匈
奴
単
子
太
子
降
、
侯
。

五
月
、
卒
、
無
後
。
国
除
。

⑨
（
国
名
）
持
装

（
侯
功
）
匈
奴
都
尉
降
、
侯
。

元
年
、
侯
楽
死
、
無
後
。
国
除
。

殺
人
・
自
殺
•
戦
死
の
場
合
を
除
く
と
、
高
祖
功
臣
功
者
年
表
・
恵
散

間
功
者
年
表
・
建
元
已
来
王
子
侯
者
年
表
に
お
い
て
、
「
蒻
」
以
外
の
字

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
に
次
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

⑩
（
国
名
）
射
陽

六
年
正
月
丙
午
、
侯
項
継
元
年
。
賜
劉
氏
。
（
孝
景
）
三
年
、
侯
網

卒
°
嗣
子
眸
有
罪
。
国
除
。
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）

注

4

だ
が
、
こ
の
部
分
は
宋
版
に
お
い
て
「
卒
」
字
が
な
い
も
の
が
あ
る
。

従
っ
て
「
蒻
」
以
外
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
確
定
で
き
る
の
は
、
先

に
挙
げ
た
建
元
以
来
侯
者
年
表
に
限
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(18) 
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滝
川
氏
『
史
記
会
注
考
証
』
、
梁
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
は
、
先
の
⑤
l

⑨
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

，
⑤
漠
表
、
「
媛
」
作
「
援
」
。
「
死
」
当
作
「
蒻
」
（
『
史
記
会
注
考

証
』
）
「
蒻
」
作
「
死
」
、
誤
o

(

『
史
記
志
疑
』
）

，
⑥
「
死
」
当
作
「
蔑
」
。
（
『
史
記
会
注
考
証
』
）

案
「
死
」
当
作
「
翡
」
。
（
『
史
記
志
疑
』
）

‘
⑦
延
年
必
以
罪
死
°
故
不
得
置
後
。
痰
表
云
「
亡
後
」
、
恐
非
。

（
『
史
記
志
疑
』
）

‘
⑧
「
卒
」
当
作
「
斃
」
。
（
『
史
記
志
疑
』
）

，
⑨
案
「
死
」
当
作
「
蒻
」
。
（
『
史
記
志
疑
』
）

右
の
よ
う
に
、
そ
の
用
字
の
特
殊
性
に
意
義
を
み
と
め
る
も
の
は
、
従

来
の
研
究
に
は
な
い
。
し
か
し
、
「
蔑
」
以
外
の
字
を
用
い
て
い
る
の
が
、

匈
奴
出
身
の
諸
侯
に
ほ
ぽ
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
か
。＼

し3
 

,rt、

十
二
諸
侯
年
表
・
六
国
年
表
に
お
け
る
諸
侯
の
死
の
記
述
を
見
て
み
て

も
、
本
紀
•
世
家
と
は
違
っ
た
書
法
意
識
に
基
づ
い
た
文
字
の
使
い
分
け

が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
篇
の
表
と
、
そ
れ
に
対

応
す
る
漠
代
以
前
の
本
紀
。
泄
家
と
の
大
き
な
違
い
は
、
前
者
で
は
、
後

者
に
一
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
「
蒻
」
字
が
、
諸
侯
の
死
の
記
述
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o

⑪
宋
、
（
周
襄
王
元
年
）
公
蒻
。
未
葬
、
斉
桓
会
葵
丘
。

⑫
斉
、
（
周
襄
王
十
九
年
）
孝
公
蒻
。
弟
播
因
衛
公
子
開
方
、
殺
孝
公

子
。
立
滞
。

⑬
察
、
（
周
匡
王
元
年
）
晋
伐
我
。
荘
侯
翡
°

⑭
暫
、
（
周
定
王
十
二
年
）
文
公
蒻
。

⑮
泰
、
（
周
敬
王
二
十
九
年
）
恵
公
蒻
。
（
十
二
諸
侯
年
表
）

と
こ
ろ
が
、
六
国
年
表
に
お
け
る
泰
以
外
の
諸
侯
の
死
は
、
一
転
し
て

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

⑮
魏
、
（
周
元
王
二
年
）
晋
定
公
卒
。

⑰
楚
、
（
周
元
王
五
年
）
祭
景
侯
卒
。

⑱
楚
、
（
周
定
王
二
年
）
魯
哀
公
卒
。

⑲
韓
、
（
周
定
王
六
年
）
鄭
声
公
卒
°

⑳
楚
、
（
周
定
王
十
二
年
）
祭
声
侯
卒
。

⑳
斉
、
（
周
定
王
十
八
年
）
宋
最
公
卒
。

⑫
楚
、
（
周
考
王
十
二
年
）
魯
悼
公
卒
。

⑳
趙
、
（
周
威
烈
王
元
年
）
襄
子
卒
。

⑳
楚
、
（
周
威
烈
王
十
八
年
）
筒
王
卒
。

⑮
斉
、
（
周
安
王
二
十
三
年
）
康
王
卒
。

⑳
韓
、
（
周
顕
王
三
十
六
年
）
高
門
成
、
昭
侯
卒
、
不
出
此
門
。

⑳
楚
、
（
周
報
王
十
九
年
）
懐
王
卒
子
泰
、
来
婦
葬
。

⑱
楚
、
（
秦
始
皇
帝
十
九
年
）
幽
王
卒
、
弟
祁
立
為
哀
王
。
三
月
、
負

挑
殺
哀
王
。
注

5

全
十
三
例
、
全
て
に
「
漉
」
で
は
な
く
「
卒
」
字
を
用
い
て
い
る
。

(19) 
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一
方
、
秦
の
用
例
は
わ
ず
か
に
三
例
で
あ
る
が
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る。
⑳
秦
、
（
周
威
烈
王
十
一
年
）
補
廊
、
城
籍
姑
°
霊
公
卒
、
立
其
季
父

悼
子
。
是
為
簡
公
。

⑳
秦
、
（
周
顕
王
三
十
一
年
）
大
蒻
囲
合
陽
°
孝
公
蔑
。
商
君
反
、
死

形
地
。®秦

、
（
秦
始
皇
帝
三
十
七
年
）
十
月
、
帝
之
会
稽
•
瑕
邪
、
還
至
沙

丘
崩
。ま
た
、
六
国
年
表
に
お
い
て
「
漉
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

他
に
四
例
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
全
て
秦
の
太
后
に

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑫
秦
、
（
周
報
王
五
十
年
）
宣
太
后
蒻
。
安
国
君
為
太
子
。

⑮
秦
、
（
秦
始
皇
帝
七
年
）
彗
星
見
北
方
西
方
。
夏
太
后
蒻
。
蒙
幣
死
。

⑭
秦
、
（
秦
始
皇
帝
十
七
年
）
内
史
騰
撃
得
韓
王
安
、
儘
取
其
地
、
置

穎
川
郡
。
華
陽
太
后
蒻
。

⑮
秦
、
（
秦
始
皇
帝
十
九
年
）
王
期
抜
趙
、
隈
王
遷
郡
椰
。
帝
太
后
猟
°

こ
の
よ
う
に
、
六
国
年
表
に
お
い
て
は
、
秦
に
お
い
て
の
み
「
鹿
・
崩
」

が
用
い
ら
れ
、
他
の
諸
侯
に
は
全
て
「
卒
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

秦
に
お
い
て
は
、
「
卒
」
か
ら
「
蒻
」
、
そ
し
て
、
「
崩
」
と
い
う
よ
う

に
年
を
経
る
と
共
に
文
字
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
点
が
、
注
目
に
値
す
る
。

④
 

前
引
の
よ
う
に
、
表
に
は
、
他
の
部
門
と
は
異
な
り
、
公
的
記
録
あ
る

い
は
『
春
秋
』
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
書
法
意
識
が
存
在
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
先
に
挙
げ
た
例
を
見
る
限
り
で
は
、
『
春
秋
』
の

一
字
褒
貶
の
た
め
の
文
字
の
用
法
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
『
春
秋
』
は
魯
公
の
即
位
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
次
の
よ
う

な
記
述
方
法
を
と
る
。

①
（
文
公
）
元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
。

と
こ
ろ
が
『
公
羊
伝
』
に
よ
る
と
、
先
君
が
試
さ
れ
た
場
合
、
『
春
秋
』

は
次
の
よ
う
に
「
公
即
位
」
を
省
略
す
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
示
す
。

R
（
関
公
）
元
年
春
王
正
月
。

國
公
何
以
不
言
即
位
。
継
試
君
、
不
言
即
位
。
執
継
°
継
子
般
也
。

執
試
子
般
°
慶
父
也
。

だ
が
、
十
二
諸
侯
年
表
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
箪
法
を
採
っ
て
い

な
い
。
右
の
文
公
、
関
公
の
即
位
に
つ
い
て
は
、
十
二
諸
侯
年
表
で
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

，
①
（
周
襄
王
二
十
六
年
）
魯
文
公
典
元
年
。

，
R
（
周
恵
王
十
六
年
）
魯
滑
公
開
元
年
。

ま
た
、
『
春
秋
』
は
魯
公
が
試
さ
れ
た
場
合
も
、

◎
（
隠
公
十
一
年
）
冬
十
有
一
月
壬
辰
、
公
蒻
。

＠
（
桓
公
十
八
年
）
夏
四
月
丙
子
、
公
漉
子
斉
°

⑥
（
荘
公
三
十
二
年
）
八
月
癸
亥
、
公
蒻
子
路
寝
。

◎
（
関
公
二
年
）
秋
八
月
辛
丑
、
公
斃
。

と
記
さ
れ
る
が
、
表
に
お
い
て
は
事
実
を
次
の
よ
う
に
明
記
す
る
態
度
を

と
っ
て
い
る
。

(20) 
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'
◎
大
夫
翠
請
殺
桓
公
、
求
為
相
、
公
不
聴
、
即
殺
公
。

，
＠
公
与
夫
人
如
斉
。
斉
侯
通
焉
、
使
彰
生
殺
公
於
車
上
°

,
R
荘
公
弟
叔
鵜
死
。
慶
父
試
子
般
°
季
友
奔
陳
、
立
滑
公
。

'
◎
脱
父
殺
滑
公
。
季
友
自
陳
立
申
、
為
旅
公
°
殺
慶
父
°

こ
の
よ
う
な
『
春
秋
』
と
の
用
字
の
相
違
は
魯
の
み
で
な
く
、
他
の
諸
侯

の
死
亡
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
『
春
秋
』
と
異
な
る
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。

⑮
斉
（
周
荘
王
十
一
年
）
母
知
殺
君
、
自
立
。

⑰
斉
（
周
敬
王
三
十
五
年
）
飽
子
殺
悼
公
。
斉
人
立
其
子
壬
為
簡
公
。

⑱
楚
（
周
敬
王
四
年
）
令
手
囲
殺
栂
敷
、
自
立
為
霊
王
。

⑲
陳
（
周
桓
王
二
十
年
）
公
淫
察
、
察
殺
公
。

＠
鄭
（
霊
王
六
年
）
子
駆
使
賊
夜
旅
公
、
詐
以
病
卒
赴
諸
侯
。

こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
も
、
『
春
秋
』
で
は
全
て
「
卒
」
に
作
っ
て
い
る
。

ま
た
、
十
二
諸
侯
年
表
に
は
周
の
頃
王
の
死
亡
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。＠
頃
王
崩
。
公
卿
争
政
°
故
不
赴
°

し
か
し
、
『
春
秋
』
は
頃
王
の
死
亡
を
記
さ
な
い
。
『
左
氏
伝
』
に
よ
れ

ば
、
そ
の
死
を
記
録
に
載
せ
な
い
理
由
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

凡
そ
崩
漉
は
赴
せ
ざ
れ
ば
則
ち
書
せ
ず
。
禍
福
も
告
せ
ざ
れ
ば
亦
書

せ
ず
。
不
敬
を
懲
ら
す
な
り
。

表
と
『
春
秋
』
と
の
相
違
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
例
か

ら
も
、
『
春
秋
』
と
比
較
し
た
場
合
、
表
が
事
実
を
正
確
に
記
録
せ
ん
と

す
る
意
図
に
基
づ
い
て
著
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
司
馬
遷
が

『
春
秋
』
を
資
料
と
し
て
用
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
彼
が
『
春

秋
』
に
は
独
自
の
書
法
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し

か
し
、
彼
は
あ
え
て
『
春
秋
』
の
箪
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
彼
が
表
を
著
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

倫
理
的
観
点
か
ら
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
①
•
②
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
に
は
本
紀
や
世
家

と
は
違
い
、
文
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を
表
現
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
文
字

の
使
い
分
け
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
。

三
章
表
の
構
成
意
図

’-', 
ー,tr. 

従
来
、
表
解
釈
の
試
み
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
法
に
限
っ
て
言
え
ば
、

表
に
は
本
紀
•
世
家
と
同
様
、
用
字
の
基
準
は
全
く
曖
味
な
も
の
と
考
え

よ
う
と
す
る
か
、
或
い
は
純
粋
に
公
羊
学
的
な
立
場
に
よ
っ
て
割
り
切
ろ

う
と
す
る
か
と
い
う
、
両
様
の
と
ら
え
方
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
前
章
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
に
お
い
て
は
、
本
紀
．

世
家
と
は
異
な
っ
た
書
法
意
識
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
前
章
②
の
始
め
に
引
い
た
「
十
二
諸
侯
年
表
」
・
「
六

国
年
表
」
の
こ
と
ば
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
公
羊
学
的
な
立
場
か
ら
の
倫
理
的

(21) 
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批
判
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
盛
衰
の
大
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
十
二
諸
侯
年
表
の
諸
侯
の
死
亡
記

事
に
即
し
て
論
じ
て
み
た
い
。

十
二
諸
侯
年
表
に
お
い
て
は
、
大
体
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
「
鹿
」
字

を
用
い
て
諸
侯
の
死
亡
を
記
し
て
い
る
。

①
魯
（
周
襄
王
二
十
五
年
）
倍
公
蔑
。

②
斉
（
周
襄
王
十
九
年
）
孝
公
蒻
°
弟
播
因
衛
公
子
開
方
°
殺
孝
公
子
、

立
播
。③
晋
（
周
霊
王
十
四
年
）
悼
公
蒻
。

④
秦
（
周
敬
王
十
九
年
）
哀
公
蒻
。

⑤
楚
（
周
定
王
十
六
年
）
荘
王
蔑
。

⑥
宋
（
周
景
王
十
三
年
）
平
公
痺
唸

と
こ
ろ
が
、
「
蒻
」
で
は
な
く
「
卒
•
死
」
を
用
い
て
い
る
も
の
が
十
七

例
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
本
紀
・
泄
家
と
は
違
っ
て
意
識
的
に
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
魯
（
周
敬
王
十
年
）
公
卒
乾
侯
。

⑧
楚
（
周
荘
王
七
年
）
王
伐
随
、
告
夫
人
心
動
。
王
卒
軍
中
。

⑨
楚
（
周
敬
王
三
十
一
年
）
救
陳
、
王
死
城
父
。

⑩
宋
（
周
狸
王
十
五
年
）
公
疾
死
菰
戦
。

⑪
秦
（
周
平
王
五
年
）
伐
戎
至
岐
而
死
°

⑫
陳
（
周
敬
王
十
八
年
）
公
如
呉
、
呉
留
之
。
因
死
呉
。

⑬
呉
（
周
敬
王
二
十
四
年
）
伐
越
°
敗
我
、
傷
閾
閻
指
。
以
死
。

こ
れ
ら
七
例
は
全
て
国
外
で
の
死
亡
（
⑦
⑪
⑫
）
や
戦
死
と
い
っ
た
特

殊
な
場
合
で
あ
る
。
⑨
の
場
合
な
ど
は
、
楚
世
家
に
お
い
て
「
楚
の
昭
王

は
大
道
に
通
ず
。
其
の
国
を
失
は
ざ
る
は
、
宜
な
る
か
な
。
」
と
い
う
孔

子
の
賛
辞
を
載
せ
て
い
る
人
物
の
死
で
あ
る
か
ら
、
箪
誅
を
加
え
た
も
の

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に
、
そ
れ
以
外
の
「
卒
」
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
斉
で
は
次

の
二
例
が
あ
る
。

⑭
（
周
頃
王
六
年
）
昭
公
卒
。
弟
商
人
殺
太
子
、
自
立
。
是
為
蕊
公
。

⑮
（
周
定
王
八
年
）
（
恵
）
公
卒
°
雀
抒
有
龍
。
高
•
国
逐
之
。
奔
衛
°

斉
は
孝
公
、
昭
公
、
蕊
公
、
恵
公
、
頃
公
の
順
に
即
位
し
て
い
る
。
こ

の
内
、
諮
公
は
臣
下
に
試
さ
れ
た
人
物
だ
が
、
他
の
二
人
の
死
に
対
し
て

は
、
「
蒻
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
何
故
、
昭
公
、
恵
公
に
の
み
「
卒
」

字
が
用
い
ら
れ
、
頃
公
に
至
っ
て
再
び
「
農
」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
の
か
。
対
応
す
る
世
家
の
記
事
を
見
る
と
、
そ
の
説
明
が
つ
く
。

（
昭
公
）
十
九
年
五
月
、
昭
公
卒
。
子
舎
立
為
斉
君
°
舎
之
母
無
寵
於

昭
公
。
国
人
莫
畏
。
昭
公
之
弟
商
人
以
桓
公
死
争
立
而
不
得
。
陰
交
賢
士
、

附
愛
百
姓
、
百
姓
説
°
及
昭
公
卒
、
子
舎
立
、
孤
弱
°
即
与
衆
十
月
即
締

上
試
斉
君
舎
、
而
商
人
自
立
。
是
為
郊
公
。
（
中
略
）
焼
公
之
立
、
瞬
、

民
不
附
。
（
中
略
）
頃
公
弛
苑
間
、
蔀
賦
倣
、
振
孤
問
疾
、
虚
積
緊
以
救

民
。
民
亦
大
説
。
厘
礼
諸
侯
。
窟
頃
公
卒
、
百
姓
附
、
諸
侯
不
犯
。
（
斉

太
公
世
家
）

世
家
の
記
事
と
対
照
す
る
と
、
昭
公
の
時
代
あ
た
り
か
ら
国
内
が
乱
れ
、

民
心
が
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
頃
公
に
至
っ
て
外
国

か
ら
侵
略
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
大
い
に
民
心
を
得
て
国
が
治
ま
っ
た
の
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で
あ
る
。
⑭
、
⑮
に
お
い
て
「
卒
」
を
用
い
、
頃
公
に
は
「
蒻
」
を
用
い

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
国
の
治
乱
を
示
さ
ん
と
す
る
、
意
図
的
な
書
法
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

晋
に
お
け
る
「
卒
」
の
例
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

⑮
（
周
宣
王
四
十
三
年
）
穆
侯
卒
、
弟
媛
叔
自
立
。
太
子
仇
出
奔
。

⑰
（
周
桓
王
二
年
）
邪
侯
卒
。
曲
沃
荘
伯
復
攻
晋
。
立
郡
侯
子
光
為
哀

侯。
⑱
（
周
旅
王
五
年
）
武
公
卒
。
子
詭
諸
立
為
献
公
。

⑲
（
周
襄
王
元
年
）
（
献
）
公
卒
。
立
笑
斉
°
里
克
殺
之
。
及
卓
子
。

立
夷
吾
。

⑳
（
周
襄
王
三
十
一
年
）
（
襄
）
公
卒
。
趙
盾
為
太
子
少
、
欲
更
立
君
、

恐
誅
、
遂
立
太
子
為
霊
公
。

⑳
（
周
景
王
十
九
年
）
（
昭
）
公
卒
。
六
卿
弧
、
公
室
卑
突
。

晋
の
公
室
の
系
譜
と
、
そ
の
死
亡
に
ど
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を

示
す
と
、
穆
公
以
降
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

穆
公
（
卒
）
ー
瘍
叔
ー
文
侯
ー
昭
侯
ー
孝
公
ー
那
侯
（
卒
）
ー
哀

侯
ー
小
子
ー
紺
侯
（
滅
）
ー
武
公
（
卒
）
ー
献
公
（
卒
）
ー
恵
公
ー

文
公
（
蒻
）
ー
襄
公
（
卒
）
ー
霊
公
ー
成
公
（
鹿
）
ー
景
公
ー
腐
公

ー
悼
公
（
漉
）
ー
平
公
（
蒻
）
ー
昭
公
（
卒
）

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
卒
」
と
「
蒻
」
と
を
ま
じ
え
て
用
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
穆
公
在
位
中
、
表
は
次
の
三
つ
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

（
周
宜
王
二
十
年
）
取
斉
女
為
夫
人
。

（
周
宜
王
二
十
三
年
）
以
伐
條
生
太
子
仇
°

（
周
宜
王
二
十
六
年
）
以
千
畝
戦
°
生
仇
弟
成
師
。

子
磯
之
。
後
乱
。

つ
ま
り
、
穆
公
の
子
へ
の
名
の
つ
け
方
が
正
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
こ

の
時
か
ら
晋
は
乱
れ
は
じ
め
た
の
だ
と
司
馬
遷
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

穆
公
の
庶
子
の
成
師
は
、
後
に
曲
沃
に
封
ぜ
ら
れ
、
桓
叔
と
号
し
た
。
晋

世
家
に
は
そ
の
後
の
経
綽
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

桓
叔
是
時
年
五
十
八
突
。
好
徳
、
晋
国
之
衆
皆
附
焉
°
君
子
日
、
晋
之

乱
其
在
曲
沃
突
。
末
大
於
本
而
得
民
心
。
不
乱
何
待
o

成
師
の
子
荘
伯
は
孝
侯
を
試
し
、
部
侯
が
死
去
し
た
時
に
も
晋
に
攻
め

よ
せ
て
い
る
。
こ
の
後
さ
ら
に
晋
は
謳
姫
の
禍
に
よ
っ
て
乱
れ
、
そ
の
間

「
蒻
」
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
諸
侯
に
術
と
な
っ
た
文
公
に
は

「
蒻
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
国
内
が
よ
う
や
く
治
ま
っ
た
こ
と
が
、

世
家
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

文
公
修
政
、
施
恵
百
姓
。
（
中
略
）
晋
初
定
、
欲
発
兵
。

次
の
襄
公
に
は
、
再
び
「
卒
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
⑳
）
が
、
晋

世
家
の
襄
公
の
項
で
は
、
晋
が
秦
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記

し
て
い
る
。

後
三
年
、
秦
果
使
孟
明
伐
晋
、
報
椴
之
敗
、
取
晋
江
以
帰
。
四
年
、

泰
謬
公
大
典
兵
伐
我
、
度
河
取
王
官
、
封
椴
戸
而
去
。
晋
恐
、
不
敢
出
、

遂
城
守
°
五
年
、
晋
伐
秦
、
取
新
城
°
報
王
官
役
也
。
六
年
、
趙
衰
成
子
・

簗
貞
子
・
咎
季
子
犯
•
霜
伯
皆
卒
。
趙
盾
代
趙
衰
執
政
。
七
年
八
月
、
襄

公
卒
。
太
子
夷
泉
少
°
晋
人
以
難
故
、
欲
立
長
君
°

六
年
の
趙
衰
成
師
等
が
死
亡
し
た
こ
と
は
、
十
二
諸
侯
年
表
に
も
採
り

一
子
名
反
。
君
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あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
れ
が
表
に
記
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
徐

克
苑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

卿
の
卒
す
る
は
書
せ
ず
。
晋
の
襄
公
六
年
、
趙
成
子
・
渠
貞
子
・
霜

伯
・
臼
季
皆
卒
す
る
を
書
す
る
は
、
賢
臣
亡
び
、
覇
業
衰
ふ
る
を
傷
め
ば

な
り
。
（
『
読
史
記
十
表
補
』
巻
二
）

⑳
に
つ
い
て
は
、
表
の
記
述
自
体
に
「
六
卿
弧
く
公
室
卑
し
。
」
と
あ

る
の
で
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
や
は
り
、
晋
の
記
事
に
お
い
て
も
「
卒
」
は
意
図
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
陳
で
は
一
例
の
み
「
卒
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
検
討
に
移
る
。

⑫
（
周
平
王
十
七
年
）
陳
文
公
圏
元
年
。
生
桓
公
飽
・
腐
公
他
。
他
母

察
女
。
（
周
平
王
二
十
六
年
）
文
公
卒
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
陳
杞
世
家
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
煩
を
い

と
わ
ず
、
そ
の
原
文
を
示
す
。

文
公
元
年
、
取
祭
女
、
生
子
佗
。
十
年
、
文
公
卒
、
長
子
桓
公
飽
立
。

桓
公
二
十
三
年
、
魯
隠
公
初
立
。
二
十
六
年
、
衛
殺
其
君
州
呼
。
三
十
三

年
、
魯
試
其
君
隠
公
。
三
十
八
年
正
月
甲
戌
己
丑
、
桓
公
飽
卒
。
桓
公
弟

佗
、
其
母
察
女
。
故
察
人
為
佗
殺
五
父
及
桓
公
太
子
免
、
而
立
佗
。
是
為

腐
公
。
桓
公
病
而
乱
作
、
国
人
分
散
。
故
再
赴
。
（
中
略
）
属
公
取
祭
女
。

察
女
与
察
人
乱
。
廊
公
数
如
察
淫
°
七
年
、
腐
公
所
殺
桓
公
太
子
免
之
三

弟
、
長
曰
躍
、
中
曰
林
、
少
曰
杵
臼
。
共
令
察
人
誘
廊
公
以
好
女
、
与
祭

人
共
殺
腐
公
。

陳
が
乱
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
、
文
公
が
奈
女
を
姿
っ
た
こ
と
に

あ
る
。
故
に
表
に
お
い
て
も
「
他
の
母
は
察
の
女
な
り
。
」
と
わ
ざ
わ
ざ

記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
表
に
お
い
て
、
諸
侯
の
母
に
関
す
る
記
事
は

稀
で
あ
る
。
徐
国
苑
も
「
迎
女
・
送
女
・
要
夫
人
、
悉
く
は
書
せ
ず
。
書

ゆ
え

す
る
は
為
有
る
な
り
。
」
（
『
読
史
記
十
表
補
』
巻
二
）
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
十
二
諸
侯
年
表
の
「
卒
」
字
の
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
一
例

を
除
い
て
、
「
卒
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
場
合
に
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
、
諸
侯
の
死
が
、
戦
死
や
国
外
で
の
死
な
ど
、
特
別
な
死
の
場
合
。

二
、
世
家
あ
る
い
は
表
に
お
い
て
、
そ
の
君
主
の
時
代
が
乱
れ
、
国
カ

が
衰
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
。

従
っ
て
、
十
二
諸
侯
年
表
に
お
い
て
は
、
「
蒻
」
と
「
卒
」
と
を
使
い

分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
国
の
治
乱
盛
衰
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

六
国
年
表
に
お
い
て
も
「
卒
・
蒻
•
崩
」
の
三
字
が
、
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
の
用
字
の
基
悲
も
、
十
二
諸
侯
年
表
の

そ
れ
と
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
国
年
表
は
、
そ
の
序
に
「
秦
始
め
は

小
国
僻
遠
に
し
て
、
諸
夏
之
を
賓
す
る
に
、
戎
型
に
比
す
。
献
公
の
後
に

至
り
、
常
に
諸
侯
に
雄
た
り
。
泰
の
徳
義
を
論
ず
る
に
、
魯
・
衛
の
暴
戻

な
る
者
に
如
か
ず
、
泰
の
兵
を
賊
る
に
、
三
晋
の
弧
き
に
如
か
ざ
る
な
り
。

然
れ
ど
も
卒
に
天
下
を
井
せ
る
は
、
必
ず
し
も
険
固
の
便
、
形
執
の
利
の

み
に
は
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
天
の
助
く
る
所
の
若
し
。
」
と
司
馬
遷
自
身

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
泰
が
な
ぜ
強
大
に
な
り
、
終
に
天
下
を
統
一
す

る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
が
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
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ゆ
え
に
立
て
ら
れ
た
篇
な
の
で
あ
る
。

六
国
年
表
に
お
い
て
「
卒
・
蒻
」
等
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
諸
々
の
聞
く
所
の
典
壊
の
端
を
著
は
す
。
」
（
「
六
国
年
表
」
）
た
め

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

,＇↑' 2
 

，
~
ー
し

次
に
第
二
章
に
お
い
て
触
れ
た
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
に
お
い
て
、
な

ぜ
匈
奴
出
身
者
に
は
対
し
て
、
「
卒
•
死
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
と
い

う
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
書
法
が
司
馬
遷
独
自
の
意
図
を
反
映
し

た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
漠
代
に
存
在
し
た
『
春
秋
暦
譜
諜
』
等
の
先
行

資
料
を
引
き
継
い
だ
だ
け
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
考
え
る
準
備
が
今
は
不
足
し
て
い
る
の
で
、
後
の
検
討
に
譲
る

こ
と
に
す
る
。

匈
奴
出
身
者
が
差
別
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、

『
公
羊
伝
』
に
見
ら
れ
る
強
烈
な
夷
狭
蔑
視
の
思
想
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

こ
で
も
や
は
り
、
公
羊
学
的
な
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
、
い
く
つ
か

の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
恵
景
間
侯
者
年
表
に
も
、
匈
奴
か
ら
降
っ
て
諸

侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
者
が
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
次
に
示
す
ご
と
く
、
全
て

「
蔑
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑳
（
国
名
）
安
陵

（
侯
功
）
以
匈
奴
王
降
、
侯
。
戸
一
千
五
百
十
七
。

建
元
六
年
、
侯
子
軍
蒻
、
無
後
。
国
除
。

⑳
（
国
名
）
易

（
侯
功
）
以
匈
奴
王
降
、
侯
。

後
二
年
、
侯
僕
脚
蒻
、
無
嗣
。

⑮
（
国
名
）
苑
陽

（
侯
功
）
以
匈
奴
王
降
、
侯
。
戸
千
一
百
九
十
七
。

元
光
四
年
、
侯
徳
漉
、
無
後
。
国
除
。

ま
た
建
元
以
来
侯
者
年
表
で
も
、
次
の
よ
う
に
匈
奴
出
身
者
で
あ
っ
て

も
、
二
世
の
死
に
対
し
て
は
「
蒻
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

R
（
国
名
）
襟
陰

（
侯
功
）
以
匈
奴
渾
邪
王
将
衆
十
万
降
、
侯
°

（
元
狩
）
二
年
七
月
壬
午
、
定
侯
渾
邪
元
年
。

（
元
鼎
）
元
年
、
魏
侯
蘇
元
年
。

（
元
封
）
五
年
、
魏
侯
縣
蒻
、
無
後
。
国
除
。

さ
ら
に
、
漠
民
族
で
は
な
い
朝
鮮
出
身
者
に
も
、
次
の
よ
う
に
「
蔑
」

字
を
用
い
て
い
い
08

⑳
（
国
名
）
平
州

（
侯
功
）
以
朝
鮮
将
漠
兵
至
降
、
侯
。

（
元
封
）
四
年
、
侯
峡
蒻
、
無
後
、
国
除
。

ま
た
、
匈
奴
列
伝
に
お
け
る
司
馬
遷
の
匈
奴
の
捉
え
方
は
、
す
で
に
諸

家
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
に
お
け
る
字
句
の
使
い
分
け

を
、
純
粋
に
公
羊
学
的
な
立
場
か
ら
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
何
の
目
的
で
、
武
帝
に
よ
っ
て
直
接
封
ぜ
ら
れ
た
匈
奴

(25) 
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出
身
者
た
ち
が
、
貶
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
え
て
推
測
す

れ
ば
、
そ
こ
に
は
武
帝
の
匈
奴
政
策
に
対
す
る
批
判
が
、
暗
黙
の
内
に
こ

め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
春
秋
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
司
馬
遷
は
事

実
を
正
確
に
記
録
す
る
と
い
う
態
度
を
『
史
記
』
の
全
篇
に
渉
っ
て
貫
き

通
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
太
史
公
自
序
に
お
い
て
吐
露
し
て
い
る
よ

う
に
、
彼
は
『
史
記
』
を
著
わ
す
こ
と
を
通
し
て
、
己
れ
の
笞
結
し
た
思

い
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

夫
れ
詩
書
の
隠
約
な
る
は
、
其
の
志
の
思
ひ
を
遂
げ
ん
と
欲
す
れ
ば

な
り
。
（
「
太
史
公
自
序
」
）

司
馬
遷
は
、
『
史
記
』
を
著
わ
す
と
き
に
際
し
て
は
、
詩
書
の
「
隠
約
」

な
る
言
辞
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
司
馬
貞
は
「
案
ず
る
に
、
其
の
意
隠

微
に
し
て
言
約
な
る
を
謂
ふ
な
り
。
」
と
、
隠
約
を
解
し
て
い
る
。
表
は
、

こ
う
し
た
隠
約
な
る
言
業
、
つ
ま
り
微
言
を
も
っ
て
、
彼
の
大
義
を
著
わ

そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、1
,3
 

~, 

（
甲
）
十
二
諸
侯
年
表
の
魯
国
に
お
け
る
災
異
の
記
録
は
、
ほ
匠
『
春

秋
』
か
ら
採
っ
て
い
る
。
魯
以
外
の
諸
国
の
災
異
も
、
次
の
よ
う
に
（
乙
）

『
春
秋
』
・
『
左
伝
』
な
ど
に
取
材
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多

、。¥
 （
甲
）
宋
、
（
周
荘
王
十
四
年
）
宋
大
水
。
公
自
罪
。

（
乙
）
（
荘
公
十
一
年
）
秋
、
宋
大
水
°

（
甲
）
宋
、
（
周
襄
王
八
年
）
隕
五
石
。
六
鵜
退
飛
、
過
我
都
。

（
乙
）
（
倍
公
十
六
年
）
隕
石
子
宋
五
。
是
月
六
鍛
退
飛
過
宋
都
。

（
甲
）
晋
、
（
周
定
王
二
十
一
年
）
梁
山
崩
。

（
乙
）
（
成
公
五
年
）
梁
山
崩
。

と
こ
ろ
が
、
十
二
諸
侯
年
表
に
は
次
に
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ

る。

斉
（
周
敬
王
四
年
）
彗
星
見
。
晏
子
曰
、
田
氏
有
徳
於
斉
°
可
畏
°

こ
れ
に
対
応
す
る
斉
太
公
世
家
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る。

三
十
二
年
、
彗
星
見
。
尿
公
坐
柏
寝
、
嘆
日
、
堂
堂
。
誰
有
此
乎
。

群
臣
皆
泣
、
晏
子
笑
。
公
怒
。
晏
子
曰
、
臣
笑
群
臣
映
甚
。
屎
公
曰
、
彗

星
出
東
北
。
当
斉
分
野
。
罪
人
以
為
憂
。
晏
子
日
、
君
高
台
深
池
、
賦
倣

如
弗
得
、
刑
罰
恐
弗
勝
。
茄
星
将
出
。
替
星
何
憫
乎
。
公
曰
、
可
談
否
°

晏
子
曰
、
使
神
可
祝
而
来
、
亦
可
旗
而
去
也
。
百
姓
苦
怨
以
万
数
。
而
君

令
一
人
談
之
、
安
能
勝
衆
口
乎
。
是
時
屎
公
好
治
宮
室
、
緊
狗
馬
、
奢
修
、

豚
賦
重
刑
°
故
晏
子
以
此
諌
之
。

世
家
に
お
い
て
は
、
単
な
る
諌
言
の
材
料
、
晏
子
の
人
と
な
り
を
明
ら

か
に
す
る
材
料
と
し
て
、
彗
星
の
出
現
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

表
に
お
け
る
記
述
で
は
、
彗
星
の
出
現
を
田
氏
の
隆
盛
•
斉
室
の
衰
亡
の

予
兆
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
『
史
記
』
が
こ
の
項
を
記
す
際
に
基
づ
い
た

と
思
わ
れ
る
材
料
は
、
現
存
の
資
料
で
は
『
斡
非
子
』
外
儲
説
右
上
・

『
左
伝
』
昭
公
二
十
六
年
・
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諌
上
「
娘
公
登
牛
山
悲

(26) 
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去
国
而
死
晏
子
諌
第
十
七
」
・
『
列
子
』
力
命
篇
等
と
考
え
ら
れ
る
が
、

表
の
よ
う
に
彗
星
の
出
現
と
田
氏
の
隆
盛
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
な

い
。
と
す
る
と
、
司
馬
遷
が
意
図
的
に
、
し
か
も
表
に
お
い
て
の
み
、
牽

合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
も
災
異
を
予
兆
と
と
ら
え
る
記
述
が
表
に
は
見
ら
れ
る
。

魯
（
周
頃
王
六
年
）
彗
星
入
北
斗
。
周
史
日
、
七
年
、
宋
•
斉
•
晋

君
死
。
宋
（
周
敬
王
四
十
年
）
焚
惑
守
心
。
子
茸
日
、
善
。

（
甲
）
十
二
諸
侯
年
表
は
ま
た
、
（
乙
）
『
春
秋
』
に
記
さ
れ
て
い
る
魯

国
の
災
異
の
記
録
を
と
っ
て
い
る
。

（
甲
）
（
魯
、
隠
公
三
年
）
二
月
、
日
蝕
°

（
乙
）
三
年
、
春
、
王
二
月
己
巳
、
日
有
食
之
。

（
甲
）
（
魯
、
隠
公
九
年
）
三
月
、
大
雨
雹
、
電
°

（
乙
）
三
月
葵
酉
、
大
雨
震
電
°
庚
辰
、
大
雨
雪
。

（
甲
）
（
魯
、
荘
公
七
年
）
星
隕
如
雨
、
与
雨
偕
°

（
乙
）
夏
四
月
辛
卯
、
夜
恒
星
不
見
。
夜
中
星
貫
如
雨
。

し
か
し
一
方
、
魯
周
公
世
家
に
は
、
『
春
秋
』
に
記
さ
れ
て
い
る
災
異

記
録
は
、
―
つ
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
表
と
世
家
と
の
記
事
の
編
集
方
法
の
違
い
は
、
各
々
の
部
門

の
構
成
意
図
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、

そ
の
相
違
を
見
る
限
り
で
は
、
世
家
の
記
事
が
人
事
中
心
で
あ
る
の
に
比

べ
、
表
に
お
い
て
は
災
異
の
記
録
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
災
異
は
、
諸
侯
の
盛
衰
の
予
兆
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
は
、
本
紀
•
世
家
等
と
は
、
そ
の
記

事
の
採
り
方
・
書
法
意
識
の
有
無
に
お
い
て
、
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

本
稿
で
は
『
史
記
』
に
『
春
秋
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
書
法
が
存
在
す

る
か
否
か
を
中
心
に
、
表
の
構
成
意
識
を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
本

紀
•
世
家
に
は
見
ら
れ
な
い
、
文
字
の
使
い
分
け
が
、
表
に
見
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
春
秋
』
の
筆
法
の
よ
う
な
倫
理
的
批
判
を
意
図
し

た
も
の
で
は
い
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
字
の
使
い
分
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
漠
代
の
公
式
文
書
の
書
法
な
ら
び
に
そ
の
源
流
の
諸
点
を

検
討
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
の
結
論
と
し
て
、
『
春
秋
』
の

書
法
の
変
形
、
あ
る
い
は
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
『
春
秋
』
の
書
法

的
＾
意
識
＞
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
が
、
表
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（注）

(
1
)
『
史
記
会
注
考
証
附
校
補
』
巻
四
に
「
•
卒
同
囮
圏
囲
囮
崩
」
と

あ
る
。
(
2
)
漠
代
世
家
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
、
蒻
を
用
い
る
も

(27) 
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の
が
あ
る
。

沢
王
燕
二
年
、
蒻
。
誤
為
敬
王
。
（
荊
燕
世
家
）

病
時
、
任
后
未
嘗
請
病
。
鹿
、
又
不
持
喪
。
（
梁
孝
王
世
家
）

(
3
)
本
文
に
お
い
て
と
り
上
げ
た
外
に
「
蔑
」
を
用
い
て
い
な
い
も
の

は
、
次
の
三
例
で
あ
る
。

①
（
国
名
）
茄
児

（
候
功
）
以
軍
卒
斬
東
越
狗
北
将
軍
功
、
侯
。

太
初
元
年
、
終
古
死
、
無
後
。
国
除
。

②
（
国
名
）
海
常

T

（
侯
功
）
以
伏
波
司
馬
捕
得
南
越
王
建
徳
功
、
侯
o

太
初
元
年
、
侯
弘
死
、
無
後
。
国
除
。

③
（
国
名
）
涅
陽

（
侯
功
）
以
朝
鮮
相
路
人
、
漢
兵
至
、
首
先
降
道
死
、
其
子
侯
。

太
初
二
年
、
侯
最
死
、
無
後
。
国
除
。

(
4
)

水
沢
利
忠
『
史
記
会
注
考
証
附
校
補
』
巻
十
八
に
、

賜
姓
劉
国
除
」
と
あ
る
。

(
5
)
他
に
死
亡
の
例
と
し
て
「
魏
、

（
周
報
王
二
十
九
年
）
宋
王
死
我

「
•
園
國

温
。
」
が
あ
る
が
、
宋
微
子
世
家
に
「
王
慨
立
四
十
七
年
、
斉
滑
王
与
魏
．

楚
伐
宋
、
殺
王
偲
。
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
宋
王
は
殺
さ
れ
て
い
る
の

で
含
ま
な
か
っ
た
。

(
6
)
他
に
「
呉
（
周
霊
王
十
一
年
）
寿
夢
卒
。
」
・
「
秦
（
周
景
王
八

年
）
（
景
）
公
卒
。
后
子
自
晋
帰
。
」
が
あ
る
が
、
『
校
補
』
に
文
字
の

異
同
が
あ
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
含
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
、
年
表
末

年
の
「
（
魯
）
二
十
七
卒
。
」
、
「
（
斉
）
二
十
五
卒
」
等
は
、
司
馬
貞

の
索
引
が
本
文
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
と
す
る
滝
川
氏
の
説
に
従
い
、
取
ら
な

か
っ
た
。

(
7
)
本
文
に
お
い
て
採
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
「
宋
（
周
平
王
四
十

二
年
）
公
卒
、
命
立
弟
和
、
為
穆
公
。
」
の
一
例
で
あ
る
。

(
8
)
こ
の
他
に
も
、
小
月
氏
出
身
者
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
に
翡
を
用

い
て
い
る
。

（
国
名
）
駿
絃

（
侯
功
）
以
小
月
氏
若
茸
王
将
衆
降
、
侯
。

太
初
元
年
、
侯
稽
谷
姑
猟
、
無
後
。
国
除
。
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